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近鉄郡山駅東地区 地区計画区域内における
建築行為に伴う建築物の高さの最高限度の緩和について

第1号議案

1



（建築物の高さの最高限度）
第7条 別表第6ア欄に掲げる地区整備計画区域（当該区域に係る地区整備計画
において、当該区域を2以上の計画地区に区分している場合にあっては、当該
計画地区）内においては、建築物の高さは、それぞれ同表イ欄に掲げる高さ以
下でなければならない。
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第1号議案
近鉄郡山駅東地区 地区計画区域内における
建築行為に伴う建築物の高さの最高限度の緩和について
１．概要 ３．位置図

近鉄郡山駅東地区 地区計画については、都市計画審議会での審議を経て、
令和7年3月18日に都市計画決定しております。
この度、当該地区計画区域内において建築物の高さの最高限度の緩和について
申出があり、地区計画で定める最高限度である31メートルを超えるため、ご審
議いただくものです。

２．規制内容について

別表第６（第７条関係）

ア イ
地区整備計画区域 高さ

近鉄郡山駅東地区
地区整備計画区域

(1)建築物の高さの最高限度は31メートルとする。
(2)前号の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾
塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部
分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8
分の1以内の場合において、その部分の高さ5メートルま
では、当該建築物の高さに算入しない。
(3)市⻑が周囲の景観上⽀障がないと認め、かつ、大和
郡山市都市計画審議会の了承を得た場合は、第1号の制
限を超えることができる。

《大和郡山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例抜粋》

４．審議事項について

地区計画区域

届出区域

周辺状況および視点場である郡山城跡（県の定める「まほろば眺望スポット百
選」より）からの眺望を検討した結果、景観上⽀障がないと判断しています。

本審議会は、建築物の高さの最高限度の緩和についてご審議いただくものです。
建築確認申請の前には、別途、地区計画区域内における行為の届出により、他
の要件について審査を行います。

今後、建築確認等の手続きにおいて、建築物自体に変更がなく高さの取り方の
み変更がある場合や、計画変更により届出高さ以下になる場合は、新たに審議
会を開催せずに対応します。



3



4



5



6



7



8

●視点場と計画地の位置関係


